
第

六

百

三

十

八

号

令

和

七

年

十

一

月

十

四

日

岐
阜

県
収
入
証
紙

※
出
納
印
押
印
欄

(

金
曜
日)

※
県
事
務
所
等
確
認

納
付
金
額
記
入
欄

手
数
料

円

目

次

規

則

○
岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

環
境
生
活
政
策
課)

四
八
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

四
八
四

○
私
道
の
廃
止
の
認
定

(

建
築
指
導
課)

四
八
四

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
危
機
管
理
政
策
課)

四
八
五

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(
農
地
整
備
課)

四
八
五

規

則

岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
八
十
五
号

岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
十
五
年
岐

阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
記
第
七
号
様
式
中 ｢

を

｣

｣
に
改
め
、
同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１

県
事
務
所
長
に
提
出
す
る
場
合
に
は
､
｢岐
阜
県
知
事
｣
を
｢県
事
務
所
長
｣
と
記
載
す
る

こ
と
｡

２
※
印
欄
に
は
､
記
載
し
な
い
こ
と
｡

令和７年11月14日 岐 阜 県 公 報 第 638 号( 481 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日



｢
別
記
第
九
号
様
式
中 ｢

を

｣

｣

に
改
め
、
同
様
式
注
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３
※
印
欄
に
は
､
記
載
し
な
い
こ
と
｡

別
記
第
十
二
号
様
式
表
面
中

｢

を
｣

｢
に

｣

改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
表
面
中

｢

を

｣
｢

に

第 638 号 岐 阜 県 公 報 令和７年11月14日 ( 482 )

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
41条

の
規
定
に
よ
り
狩

猟
免
許
を
受
け
た
い
の
で
､
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
｡

電
話
番
号

住
所

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

狩
猟
免
許
申
請
書

岐
阜
県
知
事
様

□
網
猟
免
許

１
網

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
41条

の
規
定
に
よ
り
狩

猟
免
許
を
受
け
た
い
の
で
､
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
｡

記

�
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
及
び
使
用
す
る
猟
具
の
種
類
並
び
に
第
１
種
銃
猟
免

許
又
は
第
２
種
銃
猟
免
許
の
猟
具
の
所
持
許
可
等
(免
許
の
種
類
欄
の
□
に
レ
印
を
付
し
､

該
当
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
｡)

電
話
番
号

住
所

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

狩
猟
免
許
申
請
書

岐
阜
県
知
事
様

(〒
―

)

年
月

日
生

(〒
―

)

年
月

日
生

岐
阜

県
収
入
証
紙

□
わ
な
猟
免
許

２
わ
な

※
出
納
印
押
印
欄

性
別

性
別

男
・
女

男
・
女

※
県
事
務
所
等
確
認

納
付
金
額
記
入
欄

手
数
料

円

※
県
事
務
所
等
確
認

納
付
金
額
記
入
欄

※
出
納
印
押
印
欄

年
月

日

年
月

日

収
入
証
紙

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
51条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
た
い
の
で
､
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
｡

記

�
更
新
し
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
及
び
使
用
す
る
猟
具
の
種
類
並
び
に
第

１
種
銃
猟
免
許
又
は
第
２
種
銃
猟
免
許
の
猟
具
の
所
持
許
可
等
(免
許
の
種
類
欄

の
□
に
レ
印
を
付
し
､
該
当
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
｡)

電
話
番
号

住
所

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書

岐
阜
県
知
事
様

□
網
猟
免
許

１
網

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
51条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
た
い
の
で
､
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
｡

記

�
更
新
し
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
及
び
使
用
す
る
猟
具
の
種
類
並
び
に
第

１
種
銃
猟
免
許
又
は
第
２
種
銃
猟
免
許
の
猟
具
の
所
持
許
可
等
(免
許
の
種
類
欄

の
□
に
レ
印
を
付
し
､
該
当
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
｡)

電
話
番
号

住
所

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

狩
猟
免
許
更
新
申
請
書

岐
阜
県
知
事
様

□
網
猟
免
許

１
網

記

�
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
及
び
使
用
す
る
猟
具
の
種
類
並
び
に
第
１
種
銃
猟
免

許
又
は
第
２
種
銃
猟
免
許
の
猟
具
の
所
持
許
可
等
(免
許
の
種
類
欄
の
□
に
レ
印
を
付
し
､

該
当
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
｡)

(〒
―

)

年
月

日
生

(〒
―

)

年
月

日
生

□
わ
な
猟
免
許

２
わ
な

□
わ
な
猟
免
許

２
わ
な

性
別

性
別

男
・
女

男
・
女

※
県
事
務
所
等
確
認

納
付
金
額
記
入
欄

手
数
料

円

※
出
納
印
押
印
欄

年
月

日

年
月

日

手
数
料

円

収
入
証
紙



｣

改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
表
面
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
表
面
中

｢

を

｣

｢

令和７年11月14日 岐 阜 県 公 報 第 638 号( 483 )

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
56条
の
規
定
に
よ
り
狩
猟

者
登
録
を
受
け
た
い
の
で
､
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
｡

記

�
狩
猟
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
､
使
用
す
る
猟
具
の
種
類
､
免
許
を
与
え
た
都

道
府
県
知
事
名
､
交
付
年
月
日
､
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
所
持
す
る
免
許
の
種
類

(該
当
す
る
登
録
の
□
に
レ
印
､
使
用
す
る
猟
具
の
番
号
に
○
を
付
す
｡
第
２
種
銃
猟
免
許
に
係
る

登
録
の
場
合
は
､
所
持
す
る
免
許
の
種
類
の
□
に
レ
印
を
付
す
｡
な
お
､
第
１
種
銃
猟
免
許
を
受
け

た
者
が
空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る
場
合
は
､
第
２
種
銃
猟
免
許
に
係
る
登
録
を
申
請
す
る
こ
と
｡)

電
話
番
号

住
所

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

狩
猟
者
登
録
申
請
書

岐
阜
県
知
事
様

年
月

日

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
56条
の
規
定
に
よ
り
狩
猟

者
登
録
を
受
け
た
い
の
で
､
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
｡

記

�
狩
猟
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
､
使
用
す
る
猟
具
の
種
類
､
免
許
を
与
え
た
都

道
府
県
知
事
名
､
交
付
年
月
日
､
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
所
持
す
る
免
許
の
種
類

(該
当
す
る
登
録
の
□
に
レ
印
､
使
用
す
る
猟
具
の
番
号
に
○
を
付
す
｡
第
２
種
銃
猟
免
許
に
係
る

登
録
の
場
合
は
､
所
持
す
る
免
許
の
種
類
の
□
に
レ
印
を
付
す
｡
な
お
､
第
１
種
銃
猟
免
許
を
受
け

た
者
が
空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る
場
合
は
､
第
２
種
銃
猟
免
許
に
係
る
登
録
を
申
請
す
る
こ
と
｡)

電
話
番
号

住
所

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

狩
猟
者
登
録
申
請
書

岐
阜
県
知
事
様

年
月

日

□
網
猟
免
許

１
網

(〒
―

)

年
月

日
生

(〒
―

)

年
月

日
生

□
わ
な
猟
免
許

２
わ
な

性
別

性
別

男
・
女

男
・
女

※
調
定
決
議
番
号
記
載
欄

※
県
事
務
所
等
確
認
欄

納
付
金
額
内
訳

・
手
数
料

円
・
狩
猟
税

円

※
出
納
印
押
印
欄

収
入
証
紙

写
真

写
真

職
業

電
話
番
号

住
所

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

狩
猟
者
登
録
変
更
登
録
申
請
書

岐
阜
県
知
事
様

年
月

日

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
61条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
狩
猟
者
登
録
の
変
更
登
録
を
受
け
た
い
の
で
､
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
｡

記

�
狩
猟
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
､
使
用
す
る
猟
具
の
種
類
､
免
許
を
与
え
た

都
道
府
県
知
事
名
､
交
付
年
月
日
､
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
所
持
す
る
免
許
の
種
類

(該
当
す
る
登
録
の
□
に
レ
印
､
使
用
す
る
猟
具
の
番
号
に
○
を
付
す
｡
第
２
種
銃
猟
免
許
に
係

る
登
録
の
場
合
は
､
所
持
す
る
免
許
の
種
類
の
□
に
レ
印
を
付
す
｡
な
お
､
第
１
種
銃
猟
免
許
を

受
け
た
者
が
空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る
場
合
は
､
第
２
種
銃
猟
免
許
に
係
る
登
録
を
申
請
す
る
こ

と
｡)

変
更
し
よ
う
と
す
る
狩
猟

者
登
録
証
の
交
付
年
月
日

変
更
し
よ
う
と
す
る
狩
猟
者

登
録
証
の
番
号
及
び
そ
の
狩

猟
免
許
の
種
類

職
業

電
話
番
号

住
所

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

狩
猟
者
登
録
変
更
登
録
申
請
書

岐
阜
県
知
事
様

年
月

日

分
類
番
号

(〒
―

)

年
月

日
生

分
類
番
号

(〒
―

)

年
月

日
生

職
業
名

年
月

日

狩
猟
者
登
録
証
の
番
号 職

業
名

狩
猟
免
許
の
種
類

性
別

性
別

男
・
女

男
・
女

※
出
納
印
押
印
欄

写
真

収
入
証
紙

写
真



に

｣

改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
表
面
中

｢

を

｣

｢

に
｣

改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
※
印
欄
に
は
､
記
載
し
な
い
こ
と
｡

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に

狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管

理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

岐
阜
・
西
濃
建
築
事
務
所
長
が
私
道
の
廃
止
の
認
定
を
し
た
の
で
、
岐
阜
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
九
号)

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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住
所

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

住
所

生
年
月
日

ふ
り
が
な

氏
名

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
61条
第
２
項
の
規
定
に
よ

り
狩
猟
者
登
録
の
変
更
登
録
を
受
け
た
い
の
で
､
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
｡

記

�
狩
猟
者
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
狩
猟
免
許
の
種
類
､
使
用
す
る
猟
具
の
種
類
､
免
許
を
与
え
た

都
道
府
県
知
事
名
､
交
付
年
月
日
､
狩
猟
免
状
の
番
号
及
び
所
持
す
る
免
許
の
種
類

(該
当
す
る
登
録
の
□
に
レ
印
､
使
用
す
る
猟
具
の
番
号
に
○
を
付
す
｡
第
２
種
銃
猟
免
許
に
係

る
登
録
の
場
合
は
､
所
持
す
る
免
許
の
種
類
の
□
に
レ
印
を
付
す
｡
な
お
､
第
１
種
銃
猟
免
許
を

受
け
た
者
が
空
気
銃
の
み
を
使
用
す
る
場
合
は
､
第
２
種
銃
猟
免
許
に
係
る
登
録
を
申
請
す
る
こ

と
｡)

変
更
し
よ
う
と
す
る
狩
猟

者
登
録
証
の
交
付
年
月
日

変
更
し
よ
う
と
す
る
狩
猟
者

登
録
証
の
番
号
及
び
そ
の
狩

猟
免
許
の
種
類(法
人
に
あ
っ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

電
話
番
号

年
月

日
生

(法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
)

(法
人
に
あ
っ
て
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

電
話
番
号

年
月

日
生

(法
人
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
氏
名
)

年
月

日

狩
猟
者
登
録
証
の
番
号

狩
猟
免
許
の
種
類

※
県
事
務
所
等
確
認

納
付
金
額
記
入
欄

手
数
料

円

※
県
事
務
所
等
確
認

納
付
金
額
記
入
欄

手
数
料

円

※
出
納
印
押
印
欄

収
入
証
紙

県
道

道
路
の
種
類

岐

阜

各
務
原
線

路
線
名

岐
阜
市
金
園
町
九
丁
目
二
二
番
一

地
先
か
ら

同

市
同

町
九
丁
目
一
八
番
一

地
先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･��･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)



令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

認
定
年
月
日

令
和
七
年
九
月
一
日

二

私
道
の
種
類
、
位
置
、
延
長
及
び
幅
員

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量
広
域
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
(帯
域
利
用
)
サ
ー
ビ
ス
利
用
業
務

一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
９
月
19日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
10月
31日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
10番
１
号

中
部
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
中
島
弘
豊

６
落
札
金
額
39,745,200円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
危
機
管
理
部
危
機
管
理
政
策
課
防
災
情
報
管
理
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四

十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規

定
す
る
道
路

種

類

海
津
市
海
津
町
平
原
字
高
須
田

八
八
一
番
四

(

平
成
十
二
年
十
月
十
二
日
付

け
岐
阜
県
指
令
西
建
築
第
七
十

三
号
の
十
七)

位

置

(

指
定
番
号)��･�� 延

長

(

メ
ー
ト
ル)�･�� 幅

員

(

メ
ー
ト
ル)

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

(

農
地
中
間
管
理
機
構
関
連)

事

業

の

種

類

木

知

原

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

令
和

七
・

三
・
一
七

工
事
完
了
年
月
日
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令
和
七
年
十
一
月
十
四
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


